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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機能を説明するためのデモンストレーション用の画像データを格納したメモリと、
　前記メモリから前記画像データを読み出す画像読み取り部と、
　読み出した前記画像データを表示用として出力してデモンストレーションモードを実行
し、このデモンストレーションモードが終了すると、オンエアー画像データを表示用とし
て出力する表示モードに移行し、この状態で一定時間無操作が経過すると前記デモンスト
レーションモードに移行し、前記デモンストレーションモードと前記オンエアー画像デー
タの表示モードとを繰り返す表示制御部とを有し、
　前記表示制御部は、さらに前記デモンストレーションモードのとき、複数の画質調整機
能を説明した出力を得る手段と、
　前記複数の前記画質調整機能による調整が行われた場合の各画面状態を出力する手段を
含むことを特徴とする映像信号処理装置。
【請求項２】
　前記メモリには、前記デモンストレーションモードのときに使用するための複数の画像
ファイルが用意されていることを特徴とする請求項１記載の映像信号処理装置。
【請求項３】
　前記メモリには、複数のデモンストレーションの種類名と、複数の機種名と、各機種が
各デモンストレーションを実行できるか否かを識別した実行可否情報とを含む管理情報テ
ーブルが格納され、この管理情報テーブルの情報を解析して、実行可能なデモンストレー
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ションを実施する手段を有することを特徴とする請求項１記載の映像信号処理装置。
【請求項４】
　さらに、テレビジョン放送信号を受信する受信部と、
　前記受信部からの受信信号を復調及び信号処理し映像データに変換する復調及び信号処
理部と、
　前記復調及び信号処理部からの映像データ及び画像読み取り部からのデモンストレーシ
ョン画像データが供給される映像表示部と、
　前記メモリを着脱可能なホルダと、を有したことを特徴とする請求項１記載の映像信号
処理装置。
【請求項５】
　機能を説明するためのデモンストレーション用のデモンストレーション画像データを格
納したメモリから前記画像データを読み出し、デモンストレーションを実行する映像信号
処理装置の制御方法において、
　前記メモリから前記画像データを読み出し、
　読み出した前記画像データを表示用として出力してデモンストレーションモードを実行
し、このデモンストレーションモードが終了すると、オンエアー画像データを表示用とし
て出力する表示モードに移行し、この状態で一定時間無操作が経過すると前記デモンスト
レーションモードに移行し、前記デモンストレーションモードと前記オンエアー画像デー
タの表示モードとを繰り返し、
　さらに前記デモンストレーションモードのとき、複数の画質調整機能を説明した出力を
得るようにし、
　前記複数の前記画質調整機能による調整が行われた場合の各画面状態を得ることができ
ることを特徴とする映像信号処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は映像信号処理装置及びその制御方法に関し、例えばデジタルテレビジョン放送
受信装置、或いは記録再生装置を店頭に装置を配列した時のデモンストレーション機能に
ついて工夫したものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルテレビジョン放送受信装置が店頭に配置されて販売されるとき、デモンストレ
ーション映像を表示するモード（以下デモモードと称する）に切り替ええられることがあ
る。デモモードに切り替えられる装置としては、例えば特許文献１、特許文献２がある。
【０００３】
　特許文献１は、複数のデモモードが選択可能なモード選択画面を表示することができる
。モード選択入力がない状態で一定時間が経過すると注意事項の項目データを表示するこ
とができる。
【０００４】
　特許文献２は、ユーザに対しては、当該ユーザが使用しようとする興味を持った機能に
関してデモンストレーションを実行させることができる。また販売店にとっては、状況や
要望に応じてデモンストレーションを実行させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許３８５０６４３号公報
【特許文献２】特開２００７－８１６００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　店頭において、ユーザは、デモンストレーションを実行している興味を持った１つの装
置の性能を確認する場合、該興味を持った装置の画面と隣に配列された例えば他社の装置
の画面の画面を見比べている。しかし両方が同じ設定機能で動作しているとは限らないの
で比較に満足できない場合もある。
【０００７】
　そこで本実施例では、少なくともデモンストレーション画像出力とオンエアー画像出力
を自動的に繰り返すことができ、デモンストレーションのときは外部接続又は内部メモリ
からの画像ファイルを自動再生し、利用者が装置性能を１つの装置自身で複数画像などの
比較検討ができるようにした映像信号処理装置及びその制御方法を提供することを目的と
する。
【０００８】
　また、実施例では、上記に加えデモンストレーション画像のための画像ファイルを複数
用意し、デモンストレーションの複数の画像ファイルを順次再生できるようにし、デモン
ストレーション実行中において１つの装置で各種の画像内容に対する比較検討ができるよ
うにすることもできる。
【０００９】
　さらにまたこの実施例では、デデモンストレーション内容がどのような機能をアピール
しているものであるかをユーザにわかりやすくすることもできる。
【００１０】
　さらにまた、機能オンオフ時の画面の様子を同一画面で比較しやすいデモンストレーシ
ョンを得ることもできる。
【００１１】
　また、外部接続メモリの管理情報からデモンストレーションできる機能を認識して、自
動的に上記設定に応じたデモンストレーションを行うこともできる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題を解決するために、本発明は、機能を説明するためのデモンストレーション
用の画像データを格納したメモリと、前記メモリから前記画像データを読み出す画像読み
取り部と、読み出した前記画像データを表示用として出力してデモンストレーションモー
ドを実行し、このデモンストレーションモードが終了すると、オンエアー画像データを表
示用として出力する表示モードに移行し、この状態で一定時間無操作が経過すると前記デ
モンストレーションモードに移行し、前記デモンストレーションモードと前記オンエアー
画像データの表示モードとを繰り返す表示制御部とを有し、前記表示制御部は、さらに前
記デモンストレーションモードのとき、複数の画質調整機能を説明した出力を得る手段と
、前記複数の前記画質調整機能による調整が行われた場合の各画面状態を出力する手段を
含む。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施例に係るデジタルテレビジョン放送受信装置のブロック構成図で
ある。
【図２】図１のリモートコントローラの概観を示す説明図である。
【図３】図１のデジタルテレビジョン放送受信装置の特徴部の動作を説明する図である。
【図４】図１のデジタルテレビジョン放送受信装置の特徴部の他の動作を説明する図であ
る。
【図５】図１のデジタルテレビジョン放送受信装置の特徴部のまた他の動作を説明する図
である。
【図６】図１のデジタルテレビジョン放送受信装置の特徴部のさらにまた他の動作を説明
する図である。
【図７】図１のデジタルテレビジョン放送受信装置の特徴部の他の動作を説明する図であ
る。
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【図８】図１のデジタルテレビジョン放送受信装置の特徴部のまた他の動作を説明する図
である。
【図９】デモンストレーションモードにおいて、画像比較が行われるときの一例を示す説
明図である。
【図１０】店頭デモンストレーションに使用されるメモリに格納されているデータの一例
を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。まず放送受信装置について概要
を説明する。
【００１５】
　図１は、上記デジタルテレビジョン放送受信装置４１の主要な信号処理系を示している
。すなわち、ＢＳ／ＣＳデジタル放送受信用のアンテナ４３で受信した衛星デジタルテレ
ビジョン放送信号は、入力端子４４を介して衛星デジタル放送用のチューナ４５に供給さ
れることにより、所望のチャンネルの放送信号が選局される。
【００１６】
　チューナ４５で選局された放送信号は、ＰＳＫ（Phase Shift Keying）復調器４６に供
給されて、デジタルの映像信号及び音声信号に復調された後、信号処理部４７に出力され
る。
【００１７】
　また、地上デジタル放送受信用のアンテナ４８で受信した地上デジタルテレビジョン放
送信号は、入力端子４９を介して地上デジタル放送用のチューナ５０に供給されることに
より、所望のチャンネルの放送信号が選局される。
【００１８】
　チューナ５０で選局された放送信号は、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Mu
ltiplexing）復調器５１に供給されて、デジタルの映像信号及び音声信号に復調された後
、信号処理部４７に出力される。
【００１９】
　また地上波アナログ信号を受信するアナログチューナ５８も設けられている。アナログ
チューナ５８で受信された信号は、アナログ復調器５９で復調され信号処理部４７に出力
される。
【００２０】
　ここで信号処理部４７は、ＰＳＫ復調器４６から供給されたデジタルの映像信号及び音
声信号と、ＯＦＤＭ復調器５１から供給されたデジタルの映像信号及び音声信号と、アナ
ログ復調器５９から供給された映像信号及び音声信号と、さらにライン入力端子からの映
像信号及び音声信号とに対して、選択的に所定のデジタル信号処理を施し、グラフィック
処理部５２及び音声処理部５３に出力している。
【００２１】
　このうち、グラフィック処理部５２は、信号処理部４７から供給されるデジタルの映像
信号に、ＯＳＤ（On Screen Display）信号生成部５４で生成されるＯＳＤ信号を重畳し
て出力する機能を有する。また、このグラフィック処理部５２は、信号処理部４７の出力
映像信号と、ＯＳＤ信号生成部５４の出力ＯＳＤ信号とを選択的に出力すること、また、
両出力を多重したり、画面の半分を構成するように組み合わせて出力することができる。
【００２２】
　グラフィック処理部５２から出力されたデジタルの映像信号は、映像処理部５５に供給
される。この映像処理部５５は、入力されたデジタルの映像信号を、映像表示部５７で表
示可能なフォーマットのアナログ映像信号に変換し、映像表示部５７に出力して映像表示
させる。
【００２３】
　上記音声処理部５３は、入力されたデジタルの音声信号を、スピーカ５６で再生可能な
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フォーマットのアナログ音声信号に変換し、スピーカ５６に出力して音声再生させる。
【００２４】
　ここで、このデジタルテレビジョン放送受信装置１１は、上記した各種の受信動作を含
むその全ての動作を制御部６１によって統括的に制御されている。
【００２５】
　制御部６１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を内蔵している。操作部７１か
らの操作情報を受けたとき、または、リモートコントローラ７２から送出された操作情報
を受光部７３から受信したとき、制御部６１は、その操作内容が装置に反映されるように
各部を統括して制御している。
【００２６】
　この場合、制御部６１は、主として、そのＣＰＵが実行する制御プログラムを格納した
ＲＯＭ（Read Only Memory）６１１と、該ＣＰＵに作業エリアを提供するＲＡＭ（Random
 Access Memory）６１２と、各種の設定情報及び制御情報等が格納される不揮発性メモリ
６１３とを利用している。
【００２７】
　制御部６１は、カードＩ／Ｆ（Interface）７５を介して、第１のメモリカード７７が
装着可能なカードホルダ７６に接続されている。これによって、制御部６１は、カードホ
ルダ７６に装着された第１のメモリカード７７と、カードＩ／Ｆ７５を介して情報の送受
信を行なうことができる。
【００２８】
　制御部６１は、図示していないが、さらに別のカードＩ／Ｆを介して、第２のメモリカ
ードが装着可能なカードホルダに接続されてもよい。
【００２９】
　制御部６１は明るさセンサー７８に接続されている。これにより周囲の明るさ情報を取
得し、例えば画面の明るさを自動制御することが可能である。
【００３０】
　制御部６１は、通信Ｉ／Ｆ８１を介して第１のＬＡＮ端子８２に接続されている。これ
により、制御部６１は、第１のＬＡＮ端子８２に接続されたＬＡＮ対応のＨＤＤ（ハード
ディスクドライブ装置）と、通信Ｉ／Ｆ８１を介して情報の送受信を行なうことができる
。この場合、制御部６１は、ＤＨＣＰ（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ
機能を有し、第１のＬＡＮ端子８２に接続されたＬＡＮ対応のＨＤＤにＩＰ（Internet P
rotocol）アドレスを割り当てて制御している。制御部６１は、図示していないがさらに
別の通信Ｉ／Ｆを介して第２のＬＡＮ端子に接続されてもよい。
【００３１】
　制御部６１は、ＵＳＢ Ｉ／Ｆ８３を介してＵＳＢ端子８４に接続されている。これに
より、制御部６１は、ＵＳＢ端子８４に接続された各機器と、ＵＳＢ Ｉ／Ｆ８３を介し
て情報の送受信を行なうことができる。
【００３２】
　上記制御部６１は、ｉ．Link（登録商標） Ｉ／Ｆ８５を介してｉ．Link（登録商標）
端子８６に接続されている。これにより、制御部６１は、ｉ．Link（登録商標）端子８６
に接続された各機器と、ｉ．Link（登録商標）Ｉ／Ｆ８５を介して情報の送受信を行なう
ことができる。
【００３３】
　上記制御部６１は、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）規格に合致し
たＨＤＭＩ I/F ８７を介してＨＤＭＩ端子８８に接続された各機器と情報の送受信を行
なうことができる。
【００３４】
　ところで、上記したメモリカード７７には、例えば店頭デモンストレーション用のカー
ドがある。店頭デモンストレーションを行う装置には、店頭デモンストレーションカード
を装着することができる。これに伴い、制御部６１は、設定部６２１、デモンストレーシ



(6) JP 5248552 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

ョン実行部６２２、読み取り部６２３、表示制御部６２４を有する。
【００３５】
　設定部６２１は、操作に応じてデモンストレーションの実行内容を設定する設定信号を
出力する。デモンストレーション実行部６２２は、設定信号に応じてデモンストレーショ
ン動作シーケンスを実行する。読み取り部６２３は、デモンストレーション実行に伴いメ
モリからデモンストレーション画像データを読み出す。表示制御部６２４は、読み出した
デモンストレーション画像データの画像を表示部に出力しデモンストレーションモードが
終わるとオンエアー画像データの画像を表示部に出力し、一定時間無操作が経過するとデ
モンストレーションモードに移行する。
【００３６】
　また管理情報判定部６２５、操作入力処理部６２６も制御部６１には含まれる。管理情
報判定部６２５はメモリから読み出したデモンストレーションに関する管理情報を解析し
、自己の規格に適応するデモンストレーション用ファイルが存在するか否かを判定してい
る。操作入力処理部６２６は、リモートコントローラ７２からの操作入力を判定し、装置
の機能を設定するための処理部である。なおデモンストレーション用情報（デモンストレ
ーション画像データ、デモンストレーション管理情報など）は、装置内部の内蔵メモリに
格納されていてもよい。
【００３７】
　図２は、上記リモートコントローラ７２の外観を示している。このリモートコントロー
ラ７２には、主として、電源キー１７ａ、入力切換キー１７ｂ、衛星デジタル放送チャン
ネルのダイレクト選局キー１７ｃ、地上波放送チャンネルのダイレクト選局キー１７ｄ、
クイックキー１７ｅ、カーソルキー１７ｆ、決定キー１７ｇ、番組表キー１７ｈ、ページ
切換キー１７ｉ、faceネット（ナビゲーション）キー１７ｊ、戻るキー１７ｋ、終了キー
１７ｌ、青，赤，緑のカラーキー１７ｍｂ、１７ｍｒ、１７ｍｇ、チャンネルアップダウ
ンキー１７ｎ、音量調整キー１７ｏ等が設けられている。
【００３８】
　番組表キー１７ｈを押すと、番組表が表示される。終了キー１７１を押すと、オンエア
ー（現在受信中のチャンネルの映像の表示）状態に戻る。
【００３９】
　図３は上記したデジタルテレビジョン放送受信装置の特徴的な動作を説明する図である
。この装置によると、メモリカード７７として店頭デモンストレーション用のカードを使
用し、装置をオンし、リモートコントローラ７２の例えばデモキー１７ｐを押すと、デモ
ンストレーション動作に移行することができる。デモンストレーション動作では、例えば
予め設定されている画像ファイルの画像データが再生される。また装置の機能などについ
てインストラクションが実行されてもよい。デモンストレーション内容については各種の
実施例が可能である。
【００４０】
　この発明の装置では、リモートコントローラ７２の例えばデモキー１７ｐを押すと、設
定部６２１がデモンストレーションを実行する設定信号を出力する。すると、読み取り部
６２３が前記設定信号に応答し前記メモリからデモンストレーション画像データを読み出
す。そして、表示制御部６２４が読み出したデモンストレーション画像データの画像を表
示部に出力する。
【００４１】
　ここで表示制御部６２４は、読み出したデモンストレーション画像データを表示部５７
に出力するデモンストレーションモードを実行し、このデモンストレーションモードが終
了すると、オンエアー画像データを表示部５７に出力する表示モードに移行し、この状態
で一定時間無操作が経過すると前記デモンストレーションモードに移行する。この基本動
作が図３に示されている。
【００４２】
　このような動作を行った場合、デモンストレーションのときは外部接続又は内部メモリ
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からの画像ファイルを自動再生し、またオンエアー画像を視聴できる。よって利用者は装
置性能を１つの装置自身で複数画像の比較検討ができ、かつデモンストレーションで説明
された画像内容をオンエアー画面で確認できる。
【００４３】
　なおオンエアー動作状態において、一定時間操作がなされないとデモンストレーション
動作に移行することを記載しているが、この一定時間は任意に変更が可能である。この変
更は例えばメニュー画面に「オンエアーからデモンストレーションへの移行時間XX分」と
いう項目を設けて、この項目で時間設定できるようにしてもよい。
【００４４】
　デモンストレーションの種類を選択するときは、例えば、デモンストレーションメニュ
ーから、デモンストレーションの機能の項目が選択される。例えば機能項目としては、映
像高精細化機能、動画改善機能、高音質機能、自動映像調整機能、メディアプレーヤー、
CMなどがある。
【００４５】
　この発明は上記の実施形態に限るものではない。図４(A)に示すように、デモンストレ
ーション画像のための画像ファイルを複数用意し、デモンストレーション動作においては
、アピールしたいデモンストレーションの再生画像を選択できるように構成してもよい。
図４(B)は、メモリカード７７に格納されている複数のデモンストレーション画像ファイ
ルから、デモンストレーションに使用する画像を選択する際の表示部５７における選択画
面の様子を示している。例えばメニュー画面から「デモ画像設定」のアイテムを選択し、
決定ボタンを押すと、図４(B)に示すような画面が現れる。上側にはデモンストレーショ
ン画像のための複数の画像ファイルの代表画像がサムネール配列される。ここで、ユーザ
は、デモンストレーションに使用する希望のファイルのサムネール画像をカーソルで選択
し、決定ボタンを押す。すると、画面の下側にあるように、選択した順に画像のファイル
名A,C,D・・・・が配列される。この場合、選択するファイルは１個でもよい。
【００４６】
　この設定の後、戻るボタンを操作し、デモキー１７ｐを押すとデモンストレーション動
作に移行する。
【００４７】
　図５のデモンストレーション動作例は、映像高精細化機能デモンストレーションが選択
された例である。このデモンストレーションは映像高精細化機能についてのデモンストレ
ーションである。デモンストレーション動作を開始すると、映像高精細化機能に関するイ
ンストラクションが例えば５秒程度あり、実際にデモンストレーション画像（動画でも静
画でもよい）が２４秒間実演される。このデモンストレーションでは、例えば、映像高精
細化機能の入/切を２秒毎に切替えするもので、１種類約８秒間の映像出力を行う。これ
により利用者は、映像高精細化機能の効果を比較検討してみることができる。
【００４８】
　図６のデモンストレーション動作例は、動画改善機能デモンストレーションが選択され
た例である。このデモンストレーションは、動画改善機能に関するものである。デモンス
トレーション動作を開始すると、例えば動画改善機能についてのインストラクションが５
秒程度あり、実際の動画改善機能が実行される（約１６秒程度）。このときは、例えば動
画改善機能の全画面オン→全画面オフ→全画面オン・・・が２秒毎に繰り替えされる。こ
れにより、利用者は、アクティブビジョンM200の効果を認識できることになる。
【００４９】
　図７に示すデモンストレーション動作は、複数の画像ファイルが順次再生できるように
設定した場合である。この例は、デモンストレーション画像ファイルC,D,E,Fが順次再生
されるように選択設定された例である。デモンストレーション画像ファイルCは、装置機
能である高音質機能のインストラクションが４５秒程度、動画とともに実行されるファイ
ルである。デモンストレーション画像ファイルDは、装置機能である自動映像調整機能の
インストラクションが３０秒程度、例えば各種静画とともに実行されるファイルである。
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デモンストレーション画像ファイルEは、装置機能であるメディアプレーヤーのインスト
ラクションが３０秒程度、例えば動画とともに実行されるファイルである。デモンストレ
ーション画像ファイルFは、コマーシャル映像であり３０秒程度、動画とともに実行され
るファイルである。
【００５０】
　図８は、デモンストレーション動作において、多数の動画ファイルが順次再生される様
子を示している。最後の画像ファイルが再生されると、基本的にはオンエアー動作に移行
する。そして、オンエアー動作において、２分間何の操作もない場合、デモンストレーシ
ョン動作に移行する。
【００５１】
　図９は、実際の動画改善あるいは高画質改善機能が実行された（約１６秒程度）とき、
例えば動画改善或いは高画質改善の全画面オン→全画面オフ→全画面オン・・・が２秒毎
（必ずしも２秒とは限らない）に繰り替えされた様子を示している。これにより、利用者
は、画面の明るさの変化を視覚し、アクティブビジョンM100の効果を認識できることにな
る。
【００５２】
　この発明は上記の実施形態に限定されるものではない。例えば店頭デモンストレーショ
ン用のメモリが、図１０に示すような管理情報テーブルを格納していてもよい。
【００５３】
　即ち、管理情報テーブルは複数のデモンストレーションの種類名と、複数の機種名と、
各機種が各デモンストレーションを実行できるか否かを識別した実行可否情報とを含む。
管理情報テーブルを参照して、設定部６１２はデモンストレーションを実行する設定信号
を確定している。
【００５４】
　デモンストレーションの種類としては、解像度に関するデモンストレーション、先に説
明したアクティブビジョンM200（クリアスキャン240と呼ばれる場合もある）,アクティブ
ビジョンM100（クリアフレームと呼ばれる場合もある）に関するデモンストレーションが
ある。さらにまた、ドルビーボリウム、オートビュー、メディアプレーヤー、CMに関する
デモンストレーションがある。それぞれのデモンストレーションデータの格納ファイルに
はファイル名が設定されている。
【００５５】
　次に、各種デジタルテレビジョン放送受信装置がどのデモンストレーションに対して、
対応できるのかを示すフラッグが記述されている。各種デジタルテレビジョン放送受信装
置は型名で分類されており、機種Ａ、機種Ｂ、機種Ｃ、機種Ｄ、機種Ｅが例として挙げら
れている。
【００５６】
機種A,機種Bは、いずれのデモンストレーション機能を備えていないことを示している。
機種Eは、いずれのデモンストレーション機能をも備えていることを示している。映像高
精細機能、動画改善機能、高音質機能、自動映像調整機能、メディアプレーヤー、CMに関
するデモンストレーション機能である。また機種Dは、動画改善機能に関するデモンスト
レーション機能を備えていないことを示している。また機種Cは、動画改善機能、高音質
機能、自動映像調整機能に関するデモンストレーション機能を備えていないことを示して
いる。
【００５７】
　上記のようにデモンストレーション用のメモリに管理情報が格納されていた場合、メモ
リのデータは統一したデータを作成して格納することができる。つまりメモリのデータを
機種別に作成する必要がない。
【００５８】
　一方、デジタルテレビジョン放送受信装置としては、上記管理情報を読み取り解析し、
対応可能なデモンストレーション用ファイルのファイル名を認識し、当該ファイルを指定
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することで、ファイルを読出しRAM上に展開し、デモンストレーションを実行することが
できる。
【００５９】
　上記したように本実施形態は映像信号処理装置及びデジタルテレビジョン放送受信装置
に適用されるものである。また実施形態は、記録再生装置、セットトップボックスなどに
も適用されて有用である。
【符号の説明】
【００６０】
　４５・・・衛星デジタル放送用のチューナ、４６・・・ＰＳＫ復調器、４７・・・信号
処理部、４８・・・地上デジタル放送受信用のアンテナ、５１・・・ＯＦＤＭ復調器、５
２・・・グラフィック処理部、５３・・・音声処理部、５４・・・ＯＳＤ信号生成部、５
５・・・映像処理部、５６・・・スピーカ、５７・・・映像表示部、６１・・・制御部、
６２１・・・設定部、６２２・・・デモンストレーション実行部、６２３・・・読み取り
部、６２４・・・表示制御部、６２５・・・管理情報判定部、６２６・・・操作入力処理
部、７２・・・リモートコントローラ。

【図１】 【図２】
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【図９】
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